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平 成 ３ １ 年 ２ 月 

 

 

萩・長門清掃一部事務組合議会定例会会議録（第１号） 

 

 

議 事 日 程 第 １ 号 

 

平成３１年２月８日（金曜日）午前１０時開議  

 

 

第１ 会議録署名議員の指名  

第２ 会期の決定  

第３ 諸報告  

第４ 議案第１号  

 

○本日の会議に付した事件  

日程第１ 会議録署名議員の指名  

日程第２ 会期の決定  

日程第３ 諸報告  

日程第４ 議案第１号  

 

○出席議員（７名）  

       １番  南 野 信 郎 君  

       ２番  林   哲 也 君  

       ３番  石 飛 孝 道 君  

       ５番  吉 津 弘 之 君  

       ６番  武 田 新 二 君  

       ７番  美 原 喜 大 君  

       ８番  横 山 秀 二 君  

○欠席議員（１名）  

       ４番  中 野   伸 君  

 

○説明のため出席した者  

 管 理 者  藤 道 健 二 君  

 副 管 理 者  大 西 倉 雄 君  

 事務局長兼次長  平 田 幸 三 君  

 会 計 管 理 者  福 島 康 行 君 

 事 務 局 主 幹  柴 田 一 郎 君  

 事 務 局 主 幹  小 原 厚 子 君  

 事 務 局 主 幹  福 場   正 君  

 事 務 局 主 幹  藤 田 一 保 君  

 事 務 局 主 幹  川 野 美智明 君 

 事 務 局 主 幹  平 川 慎太郎 君  

 事務局施設係長  内 海 昭 広 君  

 事務局総務係長  大 津 哲 也 君  

 

○書記出席者  

 書 記 長  濱 村 祥 一 君  

 書      記  戸 禰 憲 尚 君  

 書      記  山 下 賢 三 君  

 

午前 ９時５９分開会 

 

○議長（横山秀二君） おはようございます。

ただいまから、平成３１年２月萩・長門清掃

一部事務組合議会定例会を開会をいたします。  

 これより、本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。  

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

○議長（横山秀二君） 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員に、５番、吉津議員、７番、

美原議員を指名いたします。  
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 日程第２ 会期の決定  

 

○議長（横山秀二君） 日程第２、会期の決

定を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 本定例会の会期は、本日一日限りとするこ

とに御異議ありませんか。  

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

○議長（横山秀二君） 御異議なしと認めま

す。したがって会期は、本日一日限りと決定

いたしました。  

 

 日程第３ 諸報告  

 

○議長（横山秀二君） 日程第３、諸報告を

行います。  

 管理者より報告を求めます。藤道管理者。  

  〔管理者 藤道健二君登壇〕  

 

○管理者（藤道健二君） 皆さん、おはよう

ございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、萩・長門清掃一部事務組合議会

２月定例会におきまして、組合管理者として

４項目について御報告いたします。  

 まず１項目めは、株式会社はないろの運営

業務委託費の見直しについてであります。  

 本組合は、平成２４年６月７日付で、株式

会社はないろと２０年間の施設運営期間につ

いて運営業務委託契約を締結しておりますが、

同委託契約書の第４３条で社会経済状況の変

化に応じた業務委託費の見直しを規定してお

ります。  

 業務委託費の見直しについては、業務委託

費を人件費と人件費以外の経費とに分けて評

価指標を設定し、毎年１０月１日時点で、人

件費については、厚生労働省が公表する毎月

勤労統計調査賃金指数、事業所の規模が５人

以上であります、これの１年間の月ごとの平

均値、人件費以外の経費については、日本銀

行調査統計局が公表する企業向けサービス価

格指数の総平均値と企業物価指数の総平均値

の１年間の月ごとの平均値の平均を評価指数

として、最新の評価指標と前回改定時の評価

指標とを比較してプラスマイナス３％以上の

変動があった場合には、その変動を翌年度の

業務委託費に反映させることとしております。  

 本組合は、平成２４年６月の運営業務委託

契約締結後、毎年、業務委託費の見直しの有

無を判定しており、これまで見直しを行うま

でには至りませんでしたが、今回、人件費はプ

ラスマイナス３％以内、約マイナス０．０３％

でありましたものの、人件費以外の経費が契

約締結時の評価指標と比較して３％を超過、

約３．６４％でございます、いたしましたの

で、次年度については見直しを行うこととな

りました。次年度の業務委託費は、見直しを

行わない場合と比べまして約２．２３％上昇

いたします。  

 ２項目めは、山口市清掃工場の基幹改良工

事に伴う可燃性ごみの一部引き受けについて

であります。  

 既に御報告いたしておりますように、山口

市清掃工場の基幹的設備改良工事実施に伴い、

本清掃工場は、次年度に山口市の可燃性ごみ

の一部を引き受けます。  

 本組合は、昨年７月１７日付で、山口市と

一般廃棄物（可燃ごみ）処理に係る相互支援

協定を締結いたしました。山口市によれば、

本組合以外に可燃性ごみの処理を引き受ける

自治体は、下関市、宇部市、防府市の３市で

あるとのことであります。  

 山口市から可燃性ごみが搬入される時期に

ついては、１０月１５日から１１月３０日ま

での間、１０トンダンプトラックで一日当た

り２台、一日１３トン以内の可燃性ごみが本

清掃工場に搬入される予定であります。  

 ３項目めは、萩・長門清掃工場はなもゆの

管理運営状況についてであります。  

 １つ目は、ごみ処理状況についてです。  

 本年度４月から１２月まで、９カ月の処理
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実績についてでありますが、総搬入量は２万

２５３．６９トン、前年同時期の総搬入量と

比較して２１３．２６トン、約１．０％の減

となっております。  

 その内訳といたしましては、萩市が１万

９１９．８６トンで総搬入量の５３．９％、

長門市が８，７９４．１８トンで、４３．４％、

阿武町が５３９．６５トンで２．７％であり

ます。前年度は１年間の総搬入量に対して、

萩市が５４．６％、長門市が４２．４％、阿

武町が３．０％でありましたことから、この

９カ月間については、萩市と阿武町の割合が

下がり、長門市の割合が上がっております。  

 前年同時期との比較については、萩市は市

収集ごみ量が９６．６％、事業者等から直

接搬入されるごみ量が９８．９％、全体で

９７．４％と減少し、長門市は市収取ごみ量

が１０３．７％、事業者等から直接搬入され

るごみ量が９９．５％、全体で１０１．８％

とやや増加しておりますが、２年前の同時期

と比較すれば、全体で９２．８％という状況

であります。阿武町は全体で８７．４％と減

少いたしました。  

 一方、９カ月間で２万１２４．５６トンを

焼却処理して、焼却灰１，１４５．２６トン

と焼却飛灰５４３．２６トンを周南市のセメ

ント原料化施設に、焼却不適物９９．７２ト

ンを萩市及び長門市最終処分場に搬出し、焼

却不適物のうち鉄類等の磁性物８７．６３ト

ンを資源回収業者に引き渡しました。  

 なお、ごみ焼却量に対する焼却不適物の排

出割合、これは本清掃工場に搬入されたごみ

の中に、どの程度の鉄類・陶磁器類などの不

燃性ごみが混ざっていたかということであり

ますが、前年同時期が０．８９％、今期が

０．９３％と増加する傾向にあることから、

本組合では定期的に搬入物検査を実施するこ

とで、本施設にごみを搬入する事業者等への

搬入基準の周知・徹底と、萩市及び長門市な

どと連携して、萩・長門圏域の市民・事業者

に対して、ごみの分別排出を啓発してまいり

ます。  

 ２つ目は、排ガス測定結果についてです。  

 本清掃工場では、１号焼却炉及び２号焼却

炉、それぞれの排ガスの中のばいじん、塩化

水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、

ダイオキシン類、全水銀の各濃度、７項目に

ついて、年４回、第三者である計量法に認定

された分析機関に委託して実施しているとこ

ろでありますが、本年度６月、９月、１２月

の、これまで３回の測定結果については、関

係法令等の基準をすべて満足いたしておりま

す。  

 ４項目めは、桜まつりについてであります。  

 桜まつりは、地元小原・三見地区のみなら

ず、萩・長門両市の市民が交流するイベント

として、毎年３月の最終日曜日に本組合と株

式会社はないろが共同で開催しており、本清掃

工場供用開始初年度の平成２７年度は３５１名、

２８年度は４１７名、２９年度は４０８名の

来場者がありました。本年度は３月３１日、

午前１０時から開催いたします。  

 工場見学ツアーを初め、子供を対象とした

工作教室、地元三見地区や長門市の皆様によ

るバザー、音楽愛好家の皆様による音楽演奏、

萩市快適環境づくり推進協議会が運営するエ

コプラザ・萩などによるフリーマーケットが

行われる予定でありますので、多くの市民の

皆様の御来場を期待しております。  

 以上、４項目について御報告申し上げまし

た。  

 

○議長（横山秀二君） 管理者の報告は終わ

りました。  

 以上で、諸報告を終了いたします。  

 

日程第４ 議案第１号  

 

○議長（横山秀二君） 日程第４、議案第

１号平成３１年度萩・長門清掃一部事務組合

一般会計予算を議題といたします。  
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議案第１号 平成３１年度萩・長門清掃一部  

      事務組合一般会計予算  

 

○議長（横山秀二君） 本案について、提案

理由の説明を求めます。管理者。  

  〔管理者 藤道健二君登壇〕  

 

○管理者（藤道健二君） それでは、本定例

会に上程いたしました議案第１号について、

概要を御説明いたします。  

 議案第１号平成３１年度萩・長門清掃一部

事務組合一般会計予算は、歳入歳出、それぞ

れ４億１，４０７万３，０００円を計上いた

しました。これは、前年度当初予算額に比べ

て７７７万４，０００円の増額であります。  

 歳入予算について、第１款分担金及び負担

金は、本組合を構成する萩市と長門市の分担

金で、萩市が１億２，３９３万２，０００円、

長門市が９，８７３万６，０００円、合わせ

て２億２，２６６万８，０００円の計上であ

ります。これは、前年度当初予算額に比べ

３２１万４，０００円の減額であります。  

 第２款使用料及び手数料は、本清掃工場に

直接ごみを搬入する事業者等から徴収する廃

棄物処理手数料１億５，６１８万３，０００円

の計上で、前年度当初予算額に比べて１７３万

４，０００円の増額であります。  

 第３款財産収入３万円は、本清掃工場敷地

内の電柱、携帯電話基地局と、本年度、運営

事業者である株式会社はないろが、工場棟に

飲料水の自動販売機を設置したことによる土

地貸付収入であります。  

 第４款繰越金は、平成３０年度決算額が確

定した後に補正する予定であります。  

 第５款諸収入は、阿武町から受託事業収入

２，５９４万１，０００円、山口市との一般

廃棄物処理に係る相互支援協定に基づく受託

事業収入９２４万円と預金利子及び雑入を合

わせて３，５１８万１，０００円の計上で、前

年度当初予算額に比べて９２４万２，０００円

の増額であります。  

 次に、歳出予算について、第１款議会費

３３万９，０００円は、前年度当初予算額に

比べて３，０００円の増額で、組合議会の議

員報酬など、組合議会の運営に係る経費を各

節に配分計上いたしております。  

 第２款総務費２，０８３万６，０００円は、

前年度当初予算額に比べて６３万７，０００円

の増額で、本組合事務局の職員給与等負担金

などの組合の運営に係る経費、公平委員会及

び監査委員の運営に係る経費を各節に配分計

上いたしております。  

 第３款衛生費３億９，１８２万５，０００円

は、前年度当初予算額に比べて７１３万

４，０００円の増額で、本清掃工場の運営業

務委託料３億３９４万９，０００円、本清掃

工場を運営する株式会社はないろの施設運営

に関して、技術面及び財務運営についてモニ

タリングするための業務委託料２２７万

３，０００円、敷地境界と防護フェンスの間

ののり面等草刈り業務委託料２３９万円、焼

却灰をセメント原料に再資源化するための運

搬及び処理業務委託料８，１５４万７，００

０円、小原地区飲料水施設の維持管理に係る

経費１８万５，０００円と、排ガス中の水銀

濃度が排出基準値を超過した場合の再測定費

２回分でありますが、１３２万円などを各節

に配分計上いたしております。  

 第４款公債費は、一時借入金利子７万

３，０００円、第５款予備費は１００万円の

計上で、前年度当初予算額と同額であります。  

 以上、議案第１号について、その概略を御

説明申し上げました。よろしく御審議をお願

いしたいと思います。  

 

○議長（横山秀二君） 提案理由の説明は終

わりました。  

 これより、質疑を行います。  

 議案第１号平成３１年度萩・長門清掃一部

事務組合一般会計予算に対する質疑を行いま

す。質疑はありませんか。（「質疑あり」と

呼ぶ者あり）  
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○議長（横山秀二君） 林議員。  

 

○２番（林 哲也君） おはようございます。

２番、林哲也でございます。  

 それでは、ただいま管理者からの提案説明

を受けまして、いくつかお尋ねいたします。  

 まず、予算書１ページのですね、第３条予

算についてであります。  

 一時借入金の借入最高額は３，０００万円

と定めるというふうにあります。一時借入金

というのは、会計年度中に歳計現金が不足し

た場合に、その不足を補うために借り入れる

資金であり、一時的な資金の不足を解消する

ための資金のため、その年度の歳入をもって

出納閉鎖日までに償還しなければならないも

のであります。  

 この一時借入金については、これまで年度

中の借入実績はないということでありますけ

れども、この限度額をですね、３，０００万

円と定めてる根拠というのは何でしょうか。

改めてお尋ねいたします。  

 

○議長（横山秀二君） 事務局長。  

 

○事務局長兼次長（平田幸三君） 萩・長門

清掃一部事務組合、平成２２年度に発足いた

しました。そのときの当初の予算額が約３億

円ということでございました。当時、萩市の

予算三百五、六十億円あったわけですけれど

も、大体約１割の４０億円一時借入金を予算

設定しておりましたので、その約１割という

ところを参照いたしまして、３，０００万円

を計上したものでございます。  

 先ほど議員もおっしゃいましたように、毎

年一時借入金、ずっとこれまで借入を行って

きておりませんので、その３，０００万円と

いうのはずっと毎年そのままの状態でですね、

今に至っているということでございます。  

 以上でございます。  

 

○議長（横山秀二君） 林議員。  

 

○２番（林 哲也君） 萩・長門清掃一部事

務組合の財務規則にはですね、予算調整及び

執行に関する事務の取り扱いについては、萩

市予算の規則の例によるということがありま

すから、これを準用してるっていうふうに思

います。  

 それでは次にですね、予算説明書の１６ペ

ージの３款衛生費、１項清掃費の一目清掃工

場運営費の１３節委託料のですね、のり面等

草刈り業務委託料２３９万円のですね、この

算出根拠と業務の具体的な内容についてお尋

ねいたします。  

 

○議長（横山秀二君） 事務局長。  

 

○事務局長兼次長（平田幸三君） 先ほど管

理者の方から報告がありましたけれども、

萩・長門清掃工場の敷地はですね、フェンス

がございまして、のり面とそれから敷地内を

区分しております。そのフェンスの内側って

いうのは株式会社はないろのですね、管理範

囲で、いつも、例えば昨年冬もですね、桜の

葉っぱが散ったらきれいにしておりますし、

今も山茶花がですね、花が咲いて風が吹けば

散っているんですけれども、それもきれいに

清掃しております。多目的広場もあり、外に

も屋外トイレもあり、一般の方も訪れていた

だけるような施設でございますから、きれい

に管理しているところでございます。  

 フェンス外でございますから、ここは組合

がみずから管理をするとこでございまして、

相当な平米数ございますので、その場内合わ

せて、それからこの、迷惑施設でございます

清掃工場を受け入れていただいた地元地域の

ためにも、きれいに保つという考え方でもっ

て、のり面の草刈りを年に１回行っていると

ころでございます。  

 それから積算方法がどうかということでご

ざいますけれども、結構な面積ございまして、
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１万３０７平方メートルところでございます。こ

れ、１平方メートル当たりの単価８７．４８円

ということでございますが、草刈り、積み込

み、運搬、草を刈って、それを積み込んで、

清掃工場まで持って行くという行為、これに

ついては歩掛の単価でですね、積算をしたも

のでございます。  

 以上でございます。  

 

○議長（横山秀二君） ２番、林議員。  

 

○２番（林 哲也君） じゃあ次に同じくで

すね、歳出予算の大部分を占める第３款衛生

費の清掃工場運営費の委託料３億９，１６１万

５，０００円に占めるですね、消費税額とい

うのはですね、３，２３８万６，８４３円で

間違いありませんか。確認したいと思います。  

 

○議長（横山秀二君） 事務局長。  

 

○事務局長兼次長（平田幸三君） ここの項

目、７項目くらい、一番大きいのは清掃工場

運営業務から、排ガスの水銀測定業務まであ

るわけですけれども、今おっしゃった金額で

間違いございません。  

 

○議長（横山秀二君） 林議員。  

 

○２番（林 哲也君） 今の説明で確認した

いんですね。第３款衛生費の清掃工場運営費

の委託料に占める消費税額は３，２３８万

６，８４３円であります。このうちですね、

８％から１０％になることを想定して委託料

の費目ごとに予算計上してると思われますけ

れども、税率設定の手法と、その増額分はい

くらになるか、合計額を説明してください。  

 

○議長（横山秀二君） 事務局長。  

 

○事務局長兼次長（平田幸三君） ７項目あ

るわけです。先ほど申しましたように。一番

大きいはなもゆの運営業務委託料、これにつ

いては毎月ごと、毎月焼却したごみ量に応じ

て、固定費と運営費の単価をごみ量に掛けて、

委託料二千五、六百万ぐらい毎月支払ってい

るんですけれども、これは月ごとということ

でございますから、４月から９月までは８％、

１０月から３月まで１０％と、平均したら

９％ということで、全体額に掛けて消費税額

を出しております。  

 それから同じように焼却灰の運搬処理業務

委託料、これも山口エコテック、周南市まで

持って行って、そこでセメント原料化、処理

してるんですけど、毎月山口エコテックから

請求がきますので、これも月ごとということ

で、今のような形でやっております。  

 それからそれ以外、運営モニタリングのア

ドバイザリー業務とか、のり面草刈りとか、

小原地区の飲料水、それから排ガス、これに

ついては、１０月以降、請求が出るのが、業

務終わってからということですので、１０％

ということで消費税額を計算して、合わせて

３６４万７，８５８円が含まれております。

消費税としてですね。  

 以上でございます。  

 

○議長（横山秀二君） ２番、林議員。  

 

○２番（林 哲也君） 今の説明によると、

９月までは８％、１０月以降は１０％で設定

をして、１年間にこれならすと１％の増額と

いうことでしたけれども、安倍政権はですね、

社会保障の安定財源の確保等に係る税制の抜

本的な改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律の実施時期というのを上書き

してですね、経済状況等を踏まえて、過去

２度にわたって消費税の引き上げを延期して

おります。したがってこのことから、平成

３１年１０月から消費税の引き上げは政治的

には未確定の要素が多いものであります。  

 管理者にちょっとお尋ねしますけど、管理

者は確実に決まった後に、補正予算で対応す
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るなどの措置というのは考えられなかったの

か。この点についてお尋ねして、質疑を終わ

らせていただきます。  

 

○議長（横山秀二君） 管理者。  

 

○管理者（藤道健二君） 現行の経済状況を

考えますと、１０月からの消費税の引き上げ、

消費増税ですね、これが延期されるという蓋

然性は現在のところ高くないというふうに思

いましたので、現時点では消費税引き上げ、

これを想定して予算を作成したということで

あります。  

 以上であります。  

 

○議長（横山秀二君） ほかに質疑はありま

せんか。（「質疑なし」と呼ぶ者あり）  

 

○議長（横山秀二君） ないようであります

ので、質疑を打ち切ります。  

 質疑を終了いたします。

 

 討 論  

 

○議長（横山秀二君） これより、討論を行

います。討論はありませんか。（「討論あ

り」と呼ぶ者あり）２番、林議員。  

 

○２番（林 哲也君） お疲れ様です。２番、

林哲也でございます。  

 それでは、ただいま議題となっております

議案第１号平成３１年度萩・長門清掃一部事

務組合一般会計予算について、反対の立場で

討論に参加いたします。  

 提案された平成３１年度萩・長門清掃一部

事務組合一般会計予算は、歳入歳出それぞれ

４億１，４０７万３，０００円となっており、

歳出予算では清掃工場運営費３億９，１８２万

５，０００円などを計上しております。  

 予算計上されたこれらの個々の費目の事務

事業の内容について異論を唱えるものではあ

りませんが、問題は消費税１０％の増税を見

越した予算になっていることであります。  

 皆さん御承知のように、安倍政権は平成

２７年１０月に税率を１０％に引き上げるこ

とを、消費増税関連法に明記しておりました

が、８％への増税時に駆け込み需要の反動で

消費が落ち込んだことを踏まえ、引き上げを

平成２９年４月に延期することを、平成２６年

１１月に表明しております。さらに平成２８年

６月には、世界経済が危機に陥るリスクを回

避するため、平成２９年４月に予定されてい

た消費税の引き上げを、平成３１年１０月に

再び延期しております。  

 それぞれの時点で、消費税率の引き上げは

法律上既に確定していたものでありますが、

今、申し上げたように、税率の引き上げが行

われる施行日の数カ月前までは、増税延期の

決定が政治的には可能であり、その意味では

平成３１年１０月からの消費税１０％への増

税は確定ではないということになります。  

 このことは、消費税の再延期が表明された

際の経過からも明らかであります。平成２８年

４月１８日に開催された衆議院ＴＰＰ特別委

員会で、消費税率の引き上げについて問われ

た安倍総理は、消費税につきましては今まで

も申し上げてるように、リーマンショック級、

あるいは大震災級の事態にならない限り、消

費税は予定通り引き上げていく、この基本的

な考え方に変わりはないわけであります、と

の答弁を行っておりますが、それから１カ月

半後の６月１日には延期の表明がなされてお

ります。  

 現在の政治情勢は、消費税に賛成という人

も含め、こんな経済情勢で増税を強行してい

いのかという危惧、批判が広がっております。

平成２６年４月に８％への消費税増税を契機

にした深刻な消費不況、昨年１２月に発表さ

れた７月から９月期のＧＤＰの大幅な落ち込

み、米中貿易戦争を初め、世界経済を覆う暗

雲など、日本経済は深刻な危機に直面し、こ

うしたもとで増税は必要という立場の学者や
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経済人からも、今、増税を強行すれば日本経

済は破壊するとの警告の声が次々に上がって

おります。  

 本年１月２９日に公表された月例経済報告

では、景気は緩やかに回復しているとして、

平成２４年１２月から始まった景気回復が、

戦後最長になったと見られるとの判断を示し

ておりますが、国民、市民の実感は、回復ど

ころか、所得も消費も伸び悩み、貧困と格差

が拡大し、景気は悪化しております。そもそ

も不正、偽装が相次ぐ政府の経済統計を使っ

て景気回復と言っても説得力がないのであり

ます。  

 以上、述べてきたように、政治的、経済的

な理由から、消費税の増税を前提にした平成

３１年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計

予算は認めることはできません。そのことを

申し上げまして討論を終わります。  

 

○議長（横山秀二君） ほかに、討論はあり

ませんか。（「討論なし」と呼ぶ者あり）  

 

○議長（横山秀二君） 以上で、討論を終了

いたします。  

 

 採 決  

 

○議長（横山秀二君） これより、採決を行

います。  

 議案第１号平成３１年度萩・長門清掃一部

事務組合一般会計予算は、原案のとおり可決

することに賛成の方は起立願います。  

  〔起立多数〕  

 

○議長（横山秀二君） 起立多数と認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。  

 以上で、本定例会の議事はすべて終了いた

しました。  

 これをもちまして、平成３１年２月萩・長

門清掃一部事務組合議会定例会を閉会をいた

します。  

午前１０時３１分閉会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により

ここに署名する。  
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